
市全体の施設管理の流れ（案）

（業務フロー）

①保守点検・清掃等業務（本庁舎・あかひらステーションビル維持管理業務も含む）

事業担当部署 施設所管課 各施設 本業務受託者 協力事業者

（包括監督職員） （監督職員） （施設職員） （包括責任者） （業務従事者）

市 受託所

市全体の施設管理の 流れ（案）を示します。優先交渉権者の企画提案内容に基づき、より効果的かつ効

率的に業務が遂行できるように優先交渉権者と市との協議に おいて整えるものとします 。

作業日程の調整等

作業日程の確認
※原則、各施設と直接調整

業務実施計画書の作成
※業務実施計画書に具体的な日程の記載
が難しい場合は、おおよその月を記載し、
具体的な日時が決定したら月次報告書で
報告する。

業務実施計画書の受領

作業実施

作業完了報告書及び不具合箇所報

不具合箇所報告書の確認
※修繕見積額も記載する。

月次報告書
※作業完了報告
書を添付の上、
実施した月の翌
20日までに提出

作業完了報告書の確認

月次報告書の確認

設備状況の確認
※必要に応じて予算化の検討



②修繕業務（通常時）※修繕連絡要望書等、文書による連絡を基本とし、実施までに時間的余裕のある場合

事業担当部署 施設所管課 各施設 本業務受託者 協力事業者

（包括監督職員） （監督職員） （施設職員） （包括責任者） （業務従事者）

市 受託所

不具合箇所の発生・確認

不具合箇所の通報
※修繕要望書等による連絡

修繕案件

連絡受領

不具合箇所の
連絡受領

日程調整及び業務従事者派遣

修繕案作成

現場確認・立会

修繕案の確認

修繕可否の協議 修繕可否の協議

修繕見積書提出

修繕見積書査定
修繕案提出

修繕実施の判断

修繕決定の連絡 修繕決定
連絡受領

作業日程の調整

作業日程の確認

作業実施

応急措置・修繕対応報告書の作成

応急措置・修繕対応報告書の確認

不具合箇所管理表
※実施した月の翌
20日までに提出

不具合箇所管理表の確認



③修繕業務（緊急時）※電話等による通報により、当日中の実施を要するなど時間的余裕のない場合

事業担当部署 施設所管課 各施設 本業務受託者 協力事業者

（包括監督職員） （監督職員） （施設職員） （包括責任者） （業務従事者）

市 受託所

不具合箇所の発生・確認

不具合箇所の通報
※修繕要望書等による連絡

緊急修繕
連絡受領

不具合箇所の
連絡受領

現場立会

緊急修繕実施

応急措置・修繕対応報告書の作成

応急措置・修繕対応報告書の確認

不具合箇所管理表
※実施した月の翌
20日までに提出

不具合箇所管理表の確認

不具合箇所の
連絡受領

業務従事者派遣
（不具合等原因の特定）

緊急対応結果・不具合桃源院連絡
（緊急修繕の必要性含む）

緊急対応結果・
不具合等原因確認

緊急修繕

修繕内容の確認

緊急修繕の連絡

緊急修繕が必要で
あれば

点検業務で発見

された不具合の

緊急修繕も同様

現場確認・立会

必要に応じて

必要に応じて


